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令和５・６年度  競争入札参加資格審査申請要領  
― 建設工事 ― 

 
令和５・６年度に山形市(上下水道部、済生館を含む)が発注する建設工事に係る競争入札に参加を希

望される方は、下記により受付を行いますのでお知らせします。 
 

１．受  付   

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請書等の提出は原則郵送とさせていただきます。 

郵送による提出 

 

期  間 

令和５年１月 16日（月）から ２月 28日（火）【必着】 

ただし、本社が市内にある事業者の方は２月 10日(金)必着とします。 

 
なお、２月１日以前にお送りいただく場合は、申請内容は令和５年１月 31日現在の状況

等を記載のうえ、申請日は２月１日としてください。 

宛  先 
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目３番 25号  

山形市まちづくり政策部管理住宅課 工事契約係 

そ の 他 受理票返信用の定形封筒(宛先明記のうえ 84円切手貼付)を必ず同封してください。 

登録有効期間 ２ヵ年度（令和５年４月１日から令和７年３月 31日まで） 

資格審査基準日 令和５年１月 31日 

評価対象期間 令和３年１月１日 から 令和４年 12月 31日 

注 意 事 項      

(１)「樹木管理業務」（せん定・害虫駆除・雪囲い等を通年で行うもの）の入札参加

を希望する場合の申請は、競争入札参加資格審査申請（建設工事）「業種：造園

工事」の手続きによりおこなってください。 

(２) 提出する書類は、書類番号２のみＡ３判で、ほかはＡ４判で提出してください。 

(３) 書類番号４～ 15、 19～ 26 は綴りひもで綴り提出してください。  

（フラットファイル不可）  

なお、書類番号４、６は綴ったものと別に１部綴り込まずに提出してください。 

そ の 他 

申請関係書類は、まちづくり政策部管理住宅課（山形市役所９階）窓口にて配付する

ほか、山形市公式ホームページからダウンロードできます。 
 

○山形市公式ホームページ 

  https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp 

 

申請関係書類の郵送による取り寄せを希望する場合は、｢建設工事｣と明記のうえ、 

210円分の切手を貼付した返信用封筒（Ａ４サイズ封筒）を郵送してください。また、

「建設工事」と「測量・建設コンサルタント等」両方の申請関係書類を希望する場合

は、その旨明記のうえ返信用封筒には 250円分の切手を貼付してください。 

 

 
 

問合せ先 〒990‐8540  山形市旅篭町二丁目３番 25号 

山形市役所まちづくり政策部管理住宅課 工事契約係 

電話 023(641)1212 内線 462・463 FAX 023(624)9902 

〒990‐0836  山形市南石関 27番地 

山形市上下水道部総務課 契約係 

電話 023(645)1177 内線 224・226 FAX 023(645)1922 
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２．提出書類〔◎…必ず提出  ○…該当する場合に提出  ×…提出不要〕    

書類 

番号 
提 出 書 類 注  意  事  項 

本社の住所 

市内 
市外 

（県内・県外） 

１ 受   付   票 （綴り込まずに提出） ◎ ◎ 

２ 総 括 表       
記入要領・記入例（本書Ｐ５～11）を参照 

（綴り込まずに提出） 
◎ ◎ 

３ 資本関係等のある会社等調書 
記入要領・記入例（山形市公式ホームページより

ダウンロード）を参照 

（綴り込まずに提出） 
○ ○ 

４ 競争入札参加資格審査申請書 
記入要領（本書Ｐ５）を参照 

（綴ったもののほかに１部綴り込まずに提出） 
◎ ◎ 

５ 暴力団排除に関する誓約書  ◎ ◎ 

６ 経審の総合評定値通知書(写) 

審査基準日が R3.6.30～R5.1.31 の範囲内のもの

で、かつ、最新のもの  
※上記の総合評定値通知書が、申請書提出日時点で有効期限

（審査基準日から１年７ヵ月）が切れているものである場合

は、最新のものと合わせて２部提出してください。 

（綴ったもののほかに１部綴り込まずに提出） 

◎ ◎ 

７ 営業所一覧表 本社が市外にある場合のみ × ○ 

８ 委 任 状       委任先を設ける場合のみ ○ ○ 

９ 使用印鑑届       
入札・契約において実印以外の印鑑を使用する場

合のみ 
○ ○ 

10 印鑑証明書      （原本） 申請書提出日の直前３ヵ月以内に発行されたもの ◎ ◎ 

11 

納 税 証 明 書       

(写しでも可 ) 

申請書提出日の直前３ヵ月以内に発行された、未納

の税額がないことを証明するもの 
  

○全 事 業 者 

◎ ◎ 
 

法 人・個 人 

消費税及び地方消費税 

※その３（法人にあってはその３の３でも可、個人事業主についてはその３の２でも可） 

○山形市に本社又は委任先の登録がある事業者 

◎ ○ 
 

法   人 

法人市民税及び固定資産税（令和３年度及び令和４年度のもので、発行日にお

いて納期到来分に未納税額がない証明書） 
※法人市民税の申告納付の期限が未到来のため、令和４年度の法人市民税が証明され

ない場合は、令和３年度及び令和４年度のものに加えて、令和２年度の証明書も提

出してください。 

※共有名義の固定資産税がある場合は、その証明書も提出してください。 
 

個   人 

市民税、固定資産税及び国民健康保険税（令和３年度及び令和４年度のもので、

発行日において納期到来分に未納税額がない証明書） 
※共有名義の固定資産税がある場合は、その証明書も提出してください。 
 

≪市税の納税証明書交付申請方法については別紙「市県民税の証明申請」記入例を参照≫ 

○山形市に本社又は委任先の登録がない事業者 

× ○ 
 

法   人 

法 人 税       ※その３（その３の３でも可） 
 

個   人 

所 得 税       ※その３（その３の２でも可） 
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書類 

番号 
提 出 書 類 注  意  事  項 

本社の住所 

市内 
市外 

（県内・県外） 

12 工事経歴書 

直前２年分 

（直前年度の決算が確定していない場合は、そ

の前の２年分でも可） 

◎ ◎ 

13 事業協同組合調書 
事業協同組合の場合のみ  

※役員名簿、組合定款・規約を添付 
○ ○ 

14 官公需適格組合証明書（写） 

官公需適格組合の証明を受けている事業協同組

合のみ 

※官公需適格組合証明がある方で特例措置を受け

た場合は、審査対象者ごとの総合評定値通知書

（書類番号６）も併せて提出ください。 

なお、審査対象者数は 10者までです。 

○ ○ 

15 技術職員名簿 

本社が市内にあるすべての事業者、及び、本社が

市外にある「舗装工事」の登録希望者で総合評定

値通知書の一級技術職員数が１名以上の事業者 

※総合評定値通知書の技術職員数に対応するも

のとし、経審受審後に変動があった場合は、最

新のものと合わせて２部提出してください。 

◎ ○ 

16 舗装工事登録希望者調書 

｢舗装工事｣の登録希望者 

※経審で申請した一級技術職員(業種：舗装に限る)

で一般社団法人日本道路建設業協会が実施して

いる舗装施工管理技術者（１級又は２級）の資格

を有する者がいる場合は、うち２名分の資格者証

のコピーを添付（有資格者１名のみの場合は１名

分を添付） 

（綴り込まずに提出） 

○ ○ 

17 塗装工事登録希望者調書 
本社が市内にある｢塗装工事｣の登録希望者 

（綴り込まずに提出） 
○ × 

18 配管技士名簿 
本社が市内にある「水道施設工事」の登録希望者 

（綴り込まずに提出） 
○ × 

19 

社会保険等の加入状況を 

証明する書類 

総合評定値通知書の「雇用保険加入の有無」・「健康保
険加入の有無」・「厚生年金保険加入の有無」のいずれ
かの欄に「無」と記載されている場合は必須 

  

「雇用保険加入の有無」欄に「無」と記載されている場合 
○ ○ 

 ・労働保険概算・確定保険料申告書の写し及び直近の領収済通知書の写し 等 

「健康保険加入の有無」欄又は「厚生年金加入の有無」欄に「無」と記載されている場合 

○ ○ 
 以下のいずれかひとつ 

・健康保険及び厚生年金保険料の納入に係る直近の領収証書の写し 

 ・社会保険料納入証明書の写し（申請書提出日の直前３ヵ月以内に発行されたもの） 
 

 

 

― 次ページに続きます ― 
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●以下は、本社が市内にある格付６業種（土木・建築・電気・管・舗装・水道施設）登録希望者のみ提出 
 

 

書類 

番号 
提 出 書 類 

本社の住所 

市内 
市外 

（県内・県外） 

20 

子育て支援、 

ワーク・ライフバランス 

添付書類 
 

注)記入要領参照 

 

ア）に該当する場合は＋10点 

イ）に該当する場合は＋５点 

※ ア）、イ）、それぞれについて加点 

ア)育児休業取得実績   

 

公共職業安定所が発行する「育児休業給付受

給資格確認通知書」、「育児休業給付金支給決

定通知書」又は「出生時育児休業給付金支給

決定通知書」の写し１名分 
（育児休業給付金の申請をしていない場合は、育児休業

証明書（任意様式）及び出勤簿等の休業取得期間を確認

できるものの写し） 

○ × 

上記の者の雇用保険被保険者証の写し ○ × 

上記の者の健康保険証の写し ○ × 

イ）健康経営優良法人認定   

 

資格審査基準日において有効な、健康経営優

良法人の認定を受けたことを証する認定証の

写し 

○ × 

21 

障がい者雇用 

添付書類 

 
注)記入要領参照 

 

該当する場合は 

＋10点 

法定雇用義務

（公共職業安定所

に「障害者雇用状

況報告書」の提出

義務）がある事

業者 

公共職業安定所に提出した、資格審査基準日直前

の６月１日現在の「障害者雇用状況報告書（事業

主控）」の写し 

○ × 

法定雇用率の達成に足る人数＋１名分の障害者

手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

のいずれか)の写し 

○ × 

上記の者の雇用保険被保険者証の写し ○ × 

上記の者の健康保険証の写し ○ × 

法定雇用義務

（公共職業安定所

に「障害者雇用状

況報告書」の提出

義務）がない事

業者 

１名分の障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障

害者保健福祉手帳のいずれか)の写し 
○ × 

上記の者の雇用保険被保険者証の写し ○ × 

上記の者の健康保険証の写し ○ × 

22 

正社員採用添付書類 
 

注)記入要領参照 
 

採用正社員１名につき＋５点（女性で

ある場合は＋８点）  

※ 最大３名分 

評価対象期間内に採用した正社員の雇用契約書

又は雇用通知書（契約期間の定めのないもの）の

写し ※最大３名分提出 
○ × 

上記の者の雇用保険被保険者証の写し ○ × 

上記の者の健康保険証の写し 〇 × 

23 

エコアクション 21 

または 

エコ通勤優良事業所 

添付書類 
 

注)記入要領参照 
 

いずれかに該当する場合 ＋５点 

資格審査基準日において有効な、エコアクション

２１の認証・登録証の写し 
 

又は 
 

資格審査基準日において有効な、山形市内に所在

する事業所のエコ通勤優良事業所認証登録証の

写し 

○ × 

24 

女性技術者雇用添付書類 
 

注)記入要領参照 

 

女性技術者１名につき＋５点 

※最大３名分 

正社員として雇用している女性技術者の雇用契

約書又は雇用通知書（契約期間の定めのないも

の）の写し ※最大３名分提出 

○ × 

上記の者の雇用保険被保険者証の写し ○ × 

上記の者の健康保険証の写し ○ × 
※上記の者が技術職員名簿（書類番号 15）に記載がない

（変更後のものにのみ記載がある）場合のみ 

上記の者の資格者証・免状等の写し 
○ × 

 

 



5 

 

書類 

番号 
提 出 書 類 

本社の住所 

市内 
市外 

（県内・県外） 

25 

 
社会貢献、ボランティア活動調書 
 
注）記入要領及び調書内の「記載にあたっての留意事項」参照 
 
ア）、イ)、それぞれについて ＋５点 

  

 

ア)災害協定に基づく活動実績の場合   

 

「災害協定に基づく活動」欄を記入のうえ、証明欄に協定の相手方の代表者

等の署名を受ける。 
※証明欄への署名に代えて、下記のいずれかの書類添付でも可 

・国・自治体が発行する活動証明書（写し可） 

・協定書の写し及び国・自治体へ提出した活動報告書等の写し 

○ × 

イ）ボランティア活動実績（４回）の場合   

 

「ボランティア活動－①」～「ボランティア活動－④」欄を記入のうえ、そ

れぞれの証明欄に施設の管理者又はボランティア活動主催者（参加型の場

合）の署名を受ける。 
※証明欄への署名に代えて、下記のいずれかの書類添付でも可 

・施設管理者、ボランティア活動主催者等が発行する活動証明書（写し可） 

・山形県の「ふるさとの川愛護活動支援事業」又は「ふれあいの道路愛護事業」

については、県に提出した活動報告書、実績報告書の写し 

・その他、ボランティア活動の実績が確認できるもの 

○ × 

26 

建設工事 

優秀技術者表彰 

受賞者雇用等 

添付書類 
 

注)記入要領参照 
 

受賞者１名につき 

＋５点 

※最大３名分 

令和元年度から令和４年度までの期間に山形市建設工事優秀

技術者表彰制度に基づく受賞歴（特別賞を除く）のある技術

者の以下の書類 ※最大３名分提出 

  

 

正社員と

して雇用

している

場合 

雇用契約書又は雇用通知書（契約期間の定めのな

いもの）の写し 
○ × 

雇用保険被保険者証の写し 

健康保険証の写し 

 

常勤役員

として委

任してい

る場合 

登記事項証明書の写し 
（申請書提出日の直前３ヵ月以内に発行されたもの） ○ × 

健康保険証の写し 

 

 

 

 

  令和５・６年度 

競争入札参加資格審査申請書及び総括表 記入要領  
  ―  建設工事  ― 

 

１ 申請書の記入方法 
（１）この申請は、山形市、山形市上下水道部及び市立病院済生館共通の資格審査申請となります。 

 

（２）新規・更新の区分については、過去に山形市競争入札参加資格者名簿への登載があった場合

は「更新」とし、登載がなく新規に申請する場合は「新規」としてください。 

 

（３）申請者は本社の代表者としてください。委任した場合も申請者は本社の代表者となります。 

 

２ 総括表の記入方法 
※「総括表【記入例】」（本書Ｐ11）と併せて参考にし、記入してください。 

（１）Ａ３版で提出してください。  
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（２）本社、委任先登録別の記入方法 

①【本社が市内の場合】 

表番号 1～11、22～27、29～41欄を記入してください。（12～21、28欄は記入不要です。） 

ただし、表番号 31欄は舗装の登録希望者のみ、33～41欄は格付６業種（土木・建築・電

気・管・舗装・水道施設）の登録希望者のみ記入してください。 

②【本社が市外で委任先を登録しない場合】 

表番号 1～11、22～27、29～32欄を記入してください。（12～21、28、33～41欄は記入不

要です。） 

ただし、表番号 31欄は舗装の登録希望者のみ記入してください。 
 

③【本社が市外で委任先を登録する場合】 

表番号 1～32欄を記入してください。（33～41欄は記入不要です。） 

なお、表番号 29・30欄は、委任先がもつ建設業許可業種のみが登録希望業種の対象とな

ります。 

また、表番号 31欄は舗装の登録希望者のみ記入してください。 

 

（３）委任先として登録できるのは、入札及び見積りの件、請負契約締結の件、請負代金請求及び

受領の件すべてが委任されている方に限ります。 

上記３件の委任行為が委任状に記されていない方を委任先にすることはできません。 

 

３ 表番号ごとの記入方法 
表 番 号 1 フリガナ欄は、法人の種類を除いた商号を記入してください。 

  

表 番 号 2 商号・名称欄は、「株式会社」等、法人の種類を表す文字については、略号（「㈱」

等）を用いないで記入してください。 

  

表 番 号 4 姓及び名前の間は一文字空けてください。（表番号 14の欄も同様） 

  

表 番 号 5 所在地区分欄は、本社所在地により○を記入してください。（表番号 15 の欄

も同様に、委任先所在地により○を記入） 

  

表 番 号 7 住所・所在地欄は、住所が市外及び県外のときは都道府県から記入し、市内

のときは「山形県」を除いて記入してください。また、丁目及び番地について

は「－」(ハイフン)等で省略せずに記入してください。（表番号 17の欄も同様） 

  

表 番 号 8 方書(ビル名等)欄は、ビル等の名称を記入してください。（表番号 18 の欄も

同様） 

  

表番号 9～10 電話番号及びＦＡＸ番号欄は、市外局番、市内局番及び番号を「－」(ハイフ

ン)で区切り、カッコは使用しないでください。（表番号 19～20の欄も同様） 

  

表 番 号 1 1 Ｅメールアドレス欄は、電子入札での執行案件にかかる設計図書データをダ

ウンロードいただく際に必要となる、案件ごとのパスワード等を受信するメー

ルアドレスを記入してください。 

なお、委任先を登録する場合は表番号 21に上記のメールアドレスを記入し、

表番号 11には本社・本店において、業務上、主に使用するメールアドレスを記

入してください。 
＊ 本市（まちづくり政策部）における電子入札での執行案件にかかる設計図書については、

本市公式ホームページ内「入札用設計図書ダウンロード」ページより、データをダウンロ

ードしていただく形としております。このうち、一般競争入札案件については、ダウンロ

ードページのＵＲＬと案件ごとのデータファイル展開用のパスワードを、対象となる業

種・格付に登録されているすべての事業者あてに、電子メールでお知らせしております。

（指名競争入札案件については電子入札システムにおける指名通知書に記載） 
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表 番 号 1 3 受任者役職欄については、東北支店長→支店長、山形営業所長→所長と記入

してください。 

  

表番号 22～25 総合評定値通知書の内容により記入してください。 

  

表 番 号 2 6  総従業員数欄は、申請者の総従業員数を記入してください。臨時雇用者を除

き、法人は常勤役員を、個人は事業主を含むこと。事業協同組合の場合は、組

合員の職員も含むこと。（事業協同組合調書の内容により記入。） 

  

表 番 号 2 7 登録先①の従業員数欄は、本社・本店（主たる営業所）の従業員数を記入し

てください。（表番号 26の内数） 

 

表 番 号 2 8 登録先②の従業員数欄は、委任先支店等の従業員数を記入してください。 

（表番号 27との和が表番号 26の内数） 

 

表 番 号 2 9 建設業の種類欄（表番号 29）は、土木一式・建築一式・電気・管・舗装工

事のうち登録を希望する業種の、建設業の区分(一般：「１」・特定：「２」)、 

総合評定値通知書に記載の総合評定値(P)の点数、技術者(一級、監理補佐、

二級、その他)の人数（いない場合は「０」）を記入してください。 

  

表 番 号 3 0 建設業の種類欄（表番号 30）は、表番号 29 の５業種以外の２４業種のう

ちから登録を希望する業種（最大５業種）の、番号、略称を下の業種区分表

から選び記入のうえ、建設業の区分(一般：「１」・特定：「２」)、総合評定値

通知書に記載の総合評定値(P)の点数、技術者(一級、監理補佐、二級、その

他)の人数（いない場合は「０」）を記入してください。 
 

― 業 種 区 分 表 ― 

表
番
号
29 

業 種 区 分 番号 略称 業 種 区 分 番号 略称 

土木一式工事 01 土 管工事 09 管 

建築一式工事 02 建 舗装工事 13 舗 

電気工事 08 電    
       

表 

番 

号 

30 

業 種 区 分 番号 略称 業 種 区 分 番号 略称 

大工工事 03 大 防水工事 18 防 

左官工事 04 左 内装仕上工事 19 内 

とび･土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ 05 と 機械器具設置工事 20 機 

石工事 06 石 熱絶縁工事 21 絶 

屋根工事 07 屋 電気通信工事 22 通 

ﾀｲﾙ･れんが･ﾌﾞﾛｯｸ工事 10 タ 造園工事 23 園 

鋼構造物工事 11 鋼 さく井工事 24 井 

鉄筋工事 12 筋 建具工事 25 具 

しゅんせつ工事 14 しゅ 水道施設工事 26 水 

板金工事 15 板 消防施設工事 27 消 

ガラス工事 16 ガ 清掃施設工事 28 清 

塗装工事 17 塗 解体工事 29 解 
 

  

◆ 本市における登録希望業種について 
 

  ※ 登録を希望することができる業種の数は下記のとおりです。 

表番号 29 土木一式・建築一式・電気・管・舗装より、最大５業種 
最大 10業種 

表番号 30 上記以外の 24業種より、最大５業種 
    
 ※ 委任先を登録する場合は、当該委任先支店・営業所等がもつ建設業許可業種以外は登

録できません。 
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≪建設業の許可及び経営事項審査について≫ 

建設業を営もうとする場合は、建設業の種類ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を

受ける必要があること、また、公共工事を直接請け負おうとする場合は、経営に関する事項に

ついての審査（経営事項審査、経審）を受ける必要があることが、建設業法に定められていま

す。 

なお、山形市、山形市上下水道部及び市立病院済生館が発注する建設工事に関しては、請負

金額にかかわらずそのすべてにおいて、建設業の許可及び経営事項審査を受けている者のみを

契約の相手方に選定することとしています。 

 したがって、山形市競争入札参加資格審査を申請する場合は、希望する業種に係る建設業の

許可及び経営事項審査を受けていることが必須条件となります。 

  

表 番 号 3 1 舗装技術者数欄は、経審で申請した舗装工事の一級技術者の内、舗装施工管

理技術者（１級又は２級）の資格者数を次のとおり記入してください。 

２人以上の場合：「２」、１人の場合：「１」、資格者がいない場合：「０」 

※「２」又は「１」を記入する場合は、「舗装工事登録希望事業者調書」（書類

番号 16）の添付が必要です。 

表 番 号 3 2 他事業者との資本関係等の欄は、「資本関係等のある会社等調書」記入要領・

記入例（山形市公式ホームページよりダウンロード）を参照のうえ、山形市の

入札参加資格者名簿に登録されている（資格審査申請している）建設工事業者

との間に、該当する関係がある場合は有の欄に「○」を、該当する関係がない

場合は無の欄に「○」を記入してください。 

 
 

表番号 33～34 子育て支援、ワーク・ライフバランスの欄は、下記ア、イに該当する場合、

それぞれ○を記入してください。 

ア）評価対象期間（Ｐ１参照）内に育児休業（女性社員：３０日以上、男性

社員：７日以上）を取得した社員を、資格審査申請時点において継続して

雇用している。 

イ）資格審査基準日（Ｐ１参照）において、日本健康会議の「健康経営優良

法人」に認定されている。 

＜提出書類＞ 

ア）について 

・公共職業安定所が発行する「育児休業給付受給資格確認通知書」、「育児

休業給付金支給決定通知書」又は「出生時育児休業給付金支給決定通知書」

の写し１名分 

・上記の者の雇用保険被保険者証の写し 

・上記の者の健康保険証の写し 

（育児休業給付金の申請をしていない場合は、育児休業証明書（任意様式）

及び出勤簿等の休業取得期間を確認できるものの写し） 

イ）について 

・資格審査基準日において有効な、健康経営優良法人の認定を受けたこと

を証する認定証の写し 

  

表 番 号 3 5 障がい者雇用の欄は、下記の各項目に該当する場合は、「○」を記入してくだ

さい。 

ア）法定雇用義務（公共職業安定所に「障害者雇用状況報告書」の提出義務）がある事業者 

・資格審査基準日において、「障害者雇用促進法」第４３条に基づく法定雇

用率の達成に足る人数＋１人以上の障がい者を雇用（＊）し、かつ、資格

審査申請時点においてその者を継続して雇用している。 

＊「障害者雇用状況報告書」の⑭欄の数式にあてはめた実際の算出値が

－1.0以下となる場合が該当します。 

 

◇ 表番号 33～41については、発注者別評価点に関する事項です ◇ 

本社が市内にある格付６業種(土木・建築・電気・管・舗装・水道施設)の登録希望者のみ記入してください。 
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イ）法定雇用義務（公共職業安定所に「障害者雇用状況報告書」の提出義務）がない事業者 

・資格審査基準日において、１人以上の障がい者を雇用し、かつ、資格審

査申請時点においてその者を継続して雇用している。 

＜提出書類＞ 

ア）法定雇用義務（公共職業安定所に「障害者雇用状況報告書」の提出義務）がある事業者 

・公共職業安定所に提出した、資格審査基準日直前の６月１日現在の「障

害者雇用状況報告書（事業主控）」の写し 

・法定雇用率の達成に足る人数＋１名分の障害者手帳（身体障害者手帳（１級

～６級又は７級の障がい２つ以上が重複するもの）、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

のいずれか）の写し 

・上記の者の雇用保険被保険者証の写し 

・上記の者の健康保険証の写し 

イ）法定雇用義務（公共職業安定所に「障害者雇用状況報告書」の提出義務）がない事業者 

・１名分の障害者手帳（身体障害者手帳（１級～６級又は７級の障がい２つ以上が重複

するもの）、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか）の写し 

・上記の者の雇用保険被保険者証の写し 

・上記の者の健康保険証の写し 
 

※ 「障害者雇用状況報告書」の提出義務 

常時雇用労働者数（除外率が適用される業種については除外率により控除

した人数）が 43.5 人以上の事業所は、公共職業安定所に毎年６月１日現在

の「障害者雇用状況報告書」の提出が義務付けられています。 

なお、障がい者雇用対策及び障がい者法定雇用率制度の詳細につい

ては、山形労働局（023-626-6101）へお問い合わせください。 

※ 公共職業安定所に提出した「障害者雇用状況報告書」の内容と資格

審査基準日の状況に変更があった場合は、変更前と変更後の「障害者

雇用状況報告書（事業主控）」を提出してください。 

  

表 番 号 3 6 正社員採用の欄は、評価対象期間内に採用し、かつ、資格審査申請時点にお

いて継続して雇用している正社員の人数及びそのうちの女性の人数を、次のと

おり記入してください。 

３人以上の場合：「３」、２人の場合：「２」、１人の場合：「１」、該当のない場合：「０」 

＜提出書類＞ 

最大３名分の、 

・雇用契約書又は雇用通知書の写し（期間の定めのないもの） 

 ・雇用保険被保険者証の写し 

・健康保険証の写し 

  

表 番 号 3 7 エコアクション 21またはエコ通勤優良事業所認証・登録の欄は、資格審査基

準日においてエコアクション 21の認証・登録を受けている場合、又は山形市内

に所在する事業所においてエコ通勤優良事業所の認証・登録を受けている場合

は、「○」を記入してください。 

＜提出書類＞ 

 次のうちいずれかひとつ 

・資格審査基準日において有効な、エコアクション 21の認証・登録証の写し 

・資格審査基準日において有効な、山形市内に所在する事業所のエコ通勤優

良事業所認証登録証の写し 

  

表 番 号 3 8 女性技術者雇用の欄は、資格審査基準日において正社員として雇用しており、

かつ、資格審査申請時点において継続して雇用している女性の技術者（＊）の人

数を、次のとおり記入してください。 

３人以上の場合：「３」、２人の場合：「２」、１人の場合：「１」、該当のない場合：「０」 

＊この場合の技術者は、総合評定値通知書の技術職員数に対応する「技術

職員名簿」（書類番号 15）に記載されている者又は記載されうる資格を

有する者とします。 
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＜提出書類＞ 

最大３名分の、 

・雇用契約書又は雇用通知書の写し（期間の定めのないもの） 

・雇用保険被保険者証の写し 

・健康保険証の写し 

・技術職員名簿に記載がない（変更後の技術職員名簿にのみ記載がある）者

については、その者の資格者証・免状等の写し 

  

表番号 39～40 社会貢献、ボランティア活動の欄は、下記ア、イに該当する場合、それぞれ

「○」を記入してください。 

ア）評価対象期間内に、国・自治体との災害協定に基づくパトロール、応急

対策、復旧支援等の活動を行った実績がある。 

イ）評価対象期間内に、企業として、山形市内におけるボランティア活動を

４回以上行った実績がある。 

※ 評価対象とするボランティア活動は、①清掃・美化、②除草・せん定・

間伐、③植栽・植樹、④除排雪、⑤点検・軽補修のいずれかの活動（非

営利活動に限る）とします。また、企業として実施したものとし、役員

や従業員の私的な活動は評価対象外とします。 

※ ボランティア活動の対象施設については、以下のものを主な例としま

すが、特に制限はありません。 

 

・道路 ・河川（河川敷） ・水路 ・公有林 ・公園 ・各種学校 

・幼稚園、保育所 ・医療施設 ・福祉施設 ・文化施設（ホール、 

展示施設等） ・地域コミュニティ施設（公民館、コミュニティセ 

ンター、地区集会所等） 

＜提出書類＞ 

 「社会貢献、ボランティア活動調書」（本市指定様式） 

※「社会貢献、ボランティア活動調書」の記入要領等については、申請要

領（本書）Ｐ５及び調書内「記載にあたっての留意事項」を参照してく

ださい。 

  

表 番 号 4 1 建設工事優秀技術者表彰受賞者雇用等の欄は、資格審査基準日において正社

員として雇用又は常勤役員として委任しており、かつ、資格審査申請時点にお

いて継続して正社員として雇用又は常勤役員として委任している、令和元年度

から令和４年度までの期間に山形市建設工事優秀技術者表彰制度に基づく受賞

歴のある技術者の人数を次のとおり記入してください。 

なお、優良建設工事特別賞は対象外となります。 

３人以上の場合：「３」、２人の場合：「２」、１人の場合：「１」、該当のない場合：「０」 

 

＜提出書類＞ 

最大３名分の以下の書類 

正社員として 

雇用している場合 

・雇用契約書又は雇用通知書の写し（期間の

定めのないもの） 

・雇用保険被保険者証の写し 

・健康保険証の写し 

常勤役員として 

委任している場合 

・登記事項証明書 

・健康保険証の写し 
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エ

コ
ア

ク
シ

ョ
ン

２
１

ま
た

は
エ

コ
通

勤
優

良
事

業
所

　
社

会
貢

献
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

　
（※

 ア
）、

イ
）そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
加

点
し

ま
す

。
）

（
該

当
す

る
場

合
は

「
○

」
を

記
入

）
資

格
審

査
基

準
日

に
お

い
て

、
エ

コ
ア

ク
シ

ョ
ン

２
１

又
は

エ
コ

通
勤

優
良

事
業

所
の

認
証

を
受

け
て

い
る

。
37

ア
）

評
価

対
象

期
間

内
に

お
い

て
、

国
・自

治
体

と
の

災
害

協
定

に
基

づ
く
パ

ト
ロ

ー
ル

、
応

急
対

策
、

復
旧

支
援

等
の

活
動

を
行

っ
た

実
績

が
あ

る
。

39

○

舗
装

工
事

に
係

る
一

級
技

術
者

の
う

ち
、

舗
装

施
工

管
理

技
術

者
（１

級
又

は
２

級
）の

資
格

者
数

（「
2」

 又
は

「1
」又

は
「0

」を
記

入
）

36

仙
台

ビ
ル

12

登
録

先
①

の
従

業
員

数

資
本

金

8
方

　
　

書

千
円

土
2

番
号

総
合

点
数

（
市

使
用

欄
）

1

総
　

合
評

定
値

（Ｐ
）

0 0 0 1

2 8 9 3

建 電 管 舗

営 業 経 歴 等

５
・
６

工
事

総
　

　
括

　
　

表
　

　
（
　

建
　

設
　

工
　

事
　

）

（
受

付
シ

ー
ル

貼
付

欄
）

25
営

業
年

数

26
総

従
業

員
数

（
全

営
業

所
）

27

24

年

人
人

2
商

　
号

  
  

・
名

　
称

7
住

 　
所

　
　

・
所

在
地

6
郵

便
番

号
5

所
在

地
区

分
（
い

ず
れ

か
に

「
〇

」
）

9
電

話
番

号

知
事

許
可

23
許

可
番

号
－

22
許

可
種

別
（
い

ず
れ

か
に

「
〇

」
）

○
大

臣
許

可

　 　 　 ② 　 委 　 任 　 先 　 の 　 情 　 報

－

市 記 入 欄

受
付

番
号

　 　 　 ① 　 本 　 社 　 ・ 　 本 　 店 　 の 　 情 　 報

3

11

　
 （

ビ
ル

名
等

）

代 表 者

役
　

 職

4

氏
　

 名

代
表

取
締

役

山
形

　
一

郎

ニ
ッ

ポ
ン

ケ
ン

セ
ツ

株
式

会
社

日
本

建
設

○
県

外
9
8
0

0
0
0
0

宮
城

県
仙

台
市

青
葉

区
十

番
町

一
丁

目
１

番
１

号

業
者

番
号

（相
手

方
番

号
）

登
録

番
号

（
電

子
入

札
登

録
用

業
者

番
号

）1
0

新
規

更
新

（
継

続
）

0
0

0

6
5
4
3

0
2
3

9
8
7

6
5
4
4

0
2
3

n
ip

po
n
ke

n
se

ts
u
_y

am
ag

at
a@

c
o
m

pa
n
y.

c
o
.jp

21

－
－

F
A

X
番

号
20

－

○
市

内

受 任 者 19
電

話
番

号

所
在

地
区

分
（
い

ず
れ

か
に

「
〇

」
）

－
9
8
7

住
 　

所
　

　
・

所
在

地

15

委
任

先
支

店
名

13

役
　

 職

14

氏
　

 名

17

E
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

5
0

E
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

16
郵

便
番

号
市

外
県

外

　
（
「
3
」
か

ら
「
0
」
を

記
入

）

　
　

採
用

し
た

3

監
理

補
佐

8
6
8

3

登
　

　
録

　
　

希
　

　
望

　
　

業
　

　
種

　
　

（最
大

１
０

業
種

）

31

建
設

業
の

許
可

区
分

を
数

字
で

記
入

（一
般

許
可

＝
「1

」　
　

特
定

許
可

＝
「2

」）
↑

↑

建
設

業
の

種
　

類
区 分

番
号

略
称

0
1

2

2
9

解
1

9
2
7

n
ip

po
n
ke

n
se

ts
u
@

c
o
m

pa
n
y.

c
o
.jp

1
　

　
 商

号
・
名

称

（
フ

リ
ガ

ナ
）

29
土

木
、

建
築

、
電

気
、

管
、

舗
装

か
ら

　
最

大
５

業
種

30
左

記
以

外
の

２
４

業
種

か
ら

　
最

大
５

業
種

2
舗

装
技

術
者

数

市
内

市
外

32
　

別
紙

「資
本

関
係

等
の

あ
る

会
社

等
調

書
」に

記
載

す
べ

き
該

当
項

目
の

有
無

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（い
ず

れ
か

に
「○

」）
他

事
業

者
と

の
資

本
関

係
等

総
　

合
評

定
値

（Ｐ
）

一
級

技
術

者

－
－

－
F
A

X
番

号
10

－

0
2
2

1
2
3

4
5
6
7

0
2
2

1
2
3

4
5
6
0

人

ｼ
ｽ

ﾃ
ﾑ

入
力

市
 使

 用
 欄

　
う

ち
、

28
登

録
先

②
の

従
業

員
数

人
受

付
点

検
P

C
入

力 １

－

0
0

0
5
4
3
2
1

1
0
0
0
0
0
0

4
0

3
0
0

2
2
0

1
0

山
形

市
旅

篭
町

八
丁

目
１

０
番

３
３

号

山
形

ビ
ル

デ
ィ

ン
グ

４
号

館

0
3

1
0

（
「
3
」
か

ら
「
0
」
を

記
入

）

1
1

0
2
0

一
級

技
術

者

山
形

支
店

支
店

長

山
形

　
二

郎

9
9
0

0
0
0
0

1
2

発
注

者
別

評
価

点
に

関
す

る
事

項

　
子

育
て

支
援

、
ワ

ー
ク

・
ラ

イ
フ

バ
ラ

ン
ス

　
　

（※
 ア

）、
イ

）そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

加
点

し
ま

す
。

）

ア
）

評
価

対
象

期
間

内
に

以
下

に
示

す
期

間
の

育
児

休
業

を
取

得
し

た
社

員
を

、
資

格
審

査
申

請
時

点
に

お
い

て
継

続
し

て
雇

用
し

て
い

る
。

33
○

　
◆

女
性

社
員

 ：
 ３

０
日

以
上

　
　

◆
 男

性
社

員
 ：

 ７
日

以
上

（
該

当
す

る
場

合
は

「
○

」
を

記
入

）
（
1
0
点

）

1
評

価
対

象
期

間
内

に
お

い
て

採
用

し
、

か
つ

、
資

格
審

査
申

請
時

点
に

お
い

て
継

続
し

て
雇

用
し

て
い

る
正

社
員

の
人

数
 及

び
 そ

の
う

ち
女

性
の

人
数

人
人

正
社

員
の

人
数

二
級

技
術

者
そ

の
他

技
術

者
総

合
点

数
（
市

使
用

欄
）

略
称

1
0
0
0

1
2
5

4
2

2
5

0
5

と
1

7
7
0

2
0

1
7

0

監
理

補
佐

二
級

技
術

者
そ

の
他

技
術

者

建
設

業
の

種
　

類
区 分

1
0

1
2

2
6

水
1

7
5
3

9
0

0
8

機
2

1
0
0
7

2
3

0

市 使 用 欄

土
6

建
2

電
管

舗
3

と
17

機
10

水
解

9
2
5

19

イ
）

資
格

審
査

基
準

日
に

お
い

て
、

日
本

健
康

会
議

の
「健

康
経

営
優

良
法

人
」に

認
定

さ
れ

て
い

る
。

（本
店

・本
社

が
市

内
に

あ
る

、
格

付
６

業
種

（土
木

、
建

築
、

電
気

、
管

、
舗

装
、

水
道

施
設

）登
録

希
望

者
の

み
記

入
）

34
　

（
該

当
す

る
場

合
は

「
○

」
を

記
入

）
（
５

点
）

有
○

無

資
格

審
査

基
準

日
に

お
い

て
正

社
員

と
し

て
雇

用
又

は
常

勤
役

員
と

し
て

委
任

し
て

お
り

、
か

つ
、

資
格

審
査

申
請

時
点

に
お

い
て

継
続

し
て

正
社

員
と

し
て

雇
用

又
は

常
勤

役
員

と
し

て
委

任
し

て
い

る
、

令
和

元
年

度
か

ら
令

和
４

年
度

ま
で

の
期

間
に

山
形

市
建

設
工

事
優

秀
技

術
者

表
彰

制
度

に
基

づ
く
受

賞
歴

（特
別

賞
を

除
く
）の

あ
る

技
術

者
の

人
数

（
×

５
点

）

女
性

の
人

数
（
×

５
点

）
（
×

３
点

）

（
該

当
す

る
場

合
は

「
○

」
を

記
入

）
（
５

点
）

　
女

性
技

術
者

雇
用

（
５

点
）

資
格

審
査

基
準

日
に

お
い

て
雇

用
し

て
お

り
、

か
つ

、
資

格
審

査
申

請
時

点
に

お
い

て
継

続
し

て
雇

用
し

て
い

る
女

性
技

術
者

の
人

数

38
イ

）
評

価
対

象
期

間
内

に
お

い
て

、
市

内
の

道
路

、
河

川
、

そ
の

他
の

施
設

の
、

清
掃

・美
化

、
除

草
・せ

ん
定

・間
伐

、
植

栽
・植

樹
、

除
排

雪
、

点
検

・
軽

補
修

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
を

、
４

回
以

上
行

っ
た

実
績

が
あ

る
。

40

○
2

11

株
式

会
社

等
の

法
人

種
類

を
表

す
文

字
の

略

号
（「

㈱
」等

）は
用

い
ず

に
記

入
。

フ
リ

ガ
ナ

欄
は

、
法

人
の

種
類

を
除

い
た

商
号

を
記

入
。

役
職

は
と

記
入

。
東

北
支

店
長
→

支
店

長

山
形

営
業

所
長
→

所
長

市
外

・県
外

の
方

は
都

道
府

県
か

ら
記

入
。

ま
た

、
丁

目
及

び
番

地
に

つ
い

て
は

「
－

」（
ハ

イ
フ

ン
）等

で
省

略
せ

ず
に

記
入

。

電
子

入
札

で
の

執
行

案
件

に
か

か
る

設
計

図
書

デ
ー

タ
を

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

す
る

際
に

必
要

と
な

る
、

案
件

ご
と

の
パ

ス
ワ

ー
ド

等
の

通
知

メ
ー

ル
を

受
信

す
る

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
を

記
入

。

※
委

任
先

を
登

録
す

る
場

合
は

２
１

欄
に

上
記

の
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

を
記

入
し

、
１

１
欄

に
は

本

社
・本

店
に

お
い

て
業

務
上

、
主

に
使

用
す

る
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

を
記

入
。

建
設

業
許

可
の

区
分

を
必

ず
記

入
。

一
般

：１
特

定
：２

総
合

評
定

値
通

知
書

の
内

容
を

記
入

。

市
外

局
番

、
市

内
局

番
及

び
番

号
を

「－
」（

ハ
イ

フ
ン

）

で
区

切
り

、
カ

ッ
コ

は
使

用
し

な
い

。

※
「
総

括
表

記
入

要
領

」
と

併
せ

て
参

考
に

し
て

く
だ

さ
い

。
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競争入札参加資格審査申請の変更届について 
 

 このたびの申請にかかる競争入札参加資格有効期間は令和５年４月１日から令和７年３月３１日ま

でです。この期間内において、申請事項に変更等が生じた場合には、必要書類を添えて「競争（指名競

争）参加資格審査申請書変更届」等の提出をお願いします。（郵送可） 
  

また、経営事項審査（経審）の有効期間は１年７ヵ月です。経審の有効期限が過ぎた場合には公共工

事の入札に参加することができなくなりますので、有効期間が途切れないよう受審していただくととも

に、受審後の総合評定値通知書を受領した際は速やかに、写しの提出をお願いします。（郵送可） 

 

入札参加資格審査申請変更届 

必要書類一覧 

必要書類・添付書類 

競
争
（
指
名
競
争
）
参
加
資
格
審
査 

申
請
書
変
更
届 

競
争
（
指
名
競
争
）
参
加
資
格
審
査 

申
請
書
（
業
種
追
加
） 

建
設
工
事
競
争
入
札
参
加
資
格 

承
継
申
請
書 

暴
力
団
排
除
に
関
す
る
誓
約
書 

登
記
事
項
証
明
書
（
写
） 

印
鑑
証
明
書
（
原
本
） 

委
任
状 

使
用
印
鑑
届 

営
業
所
一
覧 

許
可
証
明
書
（
写
）（
又
は
許
可
通
知
書
） 

総
合
評
定
値
通
知
書
（
写
） 

県
提
出
分
の
変
更
届
（
写
） 

工
事
（
業
務
）
経
歴
書 

技
術
職
員
名
簿 

舗
装
工
事
登
録
希
望
者
調
書 

塗
装
工
事
登
録
希
望
者
調
書 

配
管
技
士
名
簿 

定
款 

（
合
併
・
分
割
）
契
約
書 

株
主
総
会
議
事
録 

被
承
継
者
の
登
録
抹
消
届 

発
注
者
別
評
価
点
確
認
資
料 

変 

更 

事 

項 

1 商号又は名称 ○    ○ ○                 

2 組織（個人→法人） ○   ○ ○ ○                 

3 代表者 ○   ○ ○  ●                

4 本社住所 ○    ○                  

5 資本金 ○    ○                  

6 印鑑（本店の実印） ○     ○                 

7 代理人（受任者）の氏名 ○      ○                

8 代理人（受任者）の役職名 ○      ○                

9 代理人（受任者）の使用印鑑 ○       ○               

10 委任先の名称 ○      ○                

11 委任先の住所、電話・FAX番号 ○                      

12 現登録委任先の変更 ○      ○ ○ ○ ○             

13 
登録委任先以外の、 

山形市内営業所等の新設・廃止 
        ○ ○             

14 許可の変更（一般→特定 など） ○         ○             

15 許可の更新          ○             

16 経審の総合評定通知書の更新           ○            

17 技術者職員            ○           

18 業種追加  ○       ●  ○  ○ ● ● ● ●     ● 

19 合併・子会社の統合 など   ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○       ○ ○ ○ ○  

○…必須  ●…該当する場合のみ 

 

 

 

電子入札について 

本市では、建設工事・建設工事関連業務（測量・建設コンサルタント等）の入札及び見積り合わせに

電子入札を利用しております。 

 電子入札により執行する案件の入札に参加いただくためには、このたびの資格審査申請による競争入

札参加資格者名簿への登録とともに、本市電子入札システムの利用者登録が必要となります。電子入札

利用者登録等、電子入札システムの利用方法につきましては、本市公式ホームページ内「電子入札シス

テム・ポータルサイト」に掲載しておりますのでご確認ください。 
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